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軽費老人ホーム　第２ケアハウス南紀
重要事項説明書
　
1. 施設の概要
（１）施設の名称等
　　　　　　施設名　　　 軽費老人ホーム　第２ケアハウス南紀
　　　　　　開設年月日　　　　平成１４年４月２６日
　　　　　　所在地　　　 和歌山県西牟婁郡白浜町富田１３３４
　　　　　　電話番号　　　 ０７３９-４５-３２００
　　　　　　ＦＡＸ番号　　　　０７３９-４５-３０４０
　　　　　　施設長名　　　 土井　真由美

（２）施設の目的
　　　当施設は、６０歳以上の方が心身ともに健康で、充実した明るい生活を送るための施設です。

（３）施設の職員体制
	
	人　数
	勤務時間
	業務内容

	施設長
	１
	9:00～18:00
	職員の指揮監督、業務の統括

	事務員
	（施設長兼任）
	会計、財務、庶務等の事務

	生活相談員
	１
	9:00～18:00
	生活向上に関する助言、相談、援助

	介護員
	３
	9:00～18:00
	日常生活における援助、一部介助

	栄養士
	１
	9:00～18:00
	給食献立、栄養管理

	調理員
	５
	
	給食調理業務


　　　　　　　　　　　　　　　
　（４）利用定員等　・定　員　　５０名
　　　　　　　　　　・個　室…４０室　　２人（夫婦）部屋…５室
　　　　１部屋の面積21.72㎡（約6.5坪）
　　　　設備・備品　ミニキッチン・冷蔵庫・トイレ・洗面所・冷暖房・ナースコール完備。

（５）館内配置
　　　１階　事務所・お風呂場・食堂があります。
　　　２階　居室（１３室）のほか集会場、娯楽室があります。
　　　３階　居室（１６室）
　　　４階　居室（１６室）



２．利用料金
　　生活費（食事代及び共用部分の光熱水費）…４６，３３０円（月額）
　　居住に要する費用（お部屋代）…入居一時金に応じて　
２７，５００円～４７，０００円（月額）
　　サービス提供に要する費用（運営に関する費用）
　　（前年の収入に応じて和歌山県が決定します）…１０，０００円～７５，５９１円（月額）
　　冬季加算（１１月～３月）…２，０４０円の合計額となります。
　　その他、自己使用分の電気代・水道代となっています。
　　　　　　　　※上記以外に、有償サービスとして、お薬の管理や、お金を立替払いする、受診に付き添う等のサービスがあります。サービス費や立替金は、翌月の利用料と共に請求させていただきます。ご希望の場合は、お申し込みください。
　　※詳しくは、５ページの第２ケアハウス南紀利用料表に掲載しておりますのでご覧下さい。
　　※但し、二人部屋を契約する場合、居住に要する費用は１．５名分と減額させていただきます。

３.入居一時金
本施設では、入居一時金の納入を任意とし、０円枠での入居も可能です。入居一時金を納入される方は次の金額から、選択ができます。３０万円・５０万円・１００万円・１５０万円・
２００万円・２５０万円・３００万円・４００万円　　(契約時にお預かりします。)
なお、退所される際には、一定の率をもって居室原状回復費用に充当し、残りを返還いたします。一時金０円を選択された方は必要な補修費用は自己負担となります。また居室原状回復費用が定率差引分を上回る方につきましては、不足分を負担していただく場合があります。
入居一時金の返還時に利息はつきません。
　※詳しくは、５ページの第２ケアハウス南紀利用料表に掲載しておりますのでご覧下さい。
　※但し、二人部屋を契約する場合、入居一時金は二名分必要です。

４.サービスの内容
　　①住居の提供
　　②食事（原則として食堂で食べていただきます）
　　　朝食　　７時３０分～
　　　昼食　１２時００分～
　　　夕食　１７時３０分～
　　③入浴　１３時３０分～２０時（原則として、入浴介助は行いません）
　　④年１回の健康診断
　　⑤年中行事（花見・夏祭り・遠足等）
　　⑥各クラブ活動（書道・大人の塗り絵等）
　　⑦その他
　　　*これらのサービス以外にも、週２回の地域巡回バスや、スーパーマーケット等への買い物バスの利用もございます。

５.協力医療機関等
　　　当施設では、下記の医療機関に協力いただき、受診や緊急時には速やかに対応していただけるようお願いしています。

　　協力医療機関
　　　・名　称　　三谷医院
　　　・住　所　　和歌山県西牟婁郡白浜町１３９６－５５９
　　協力医療機関
　　　・名　称　　白浜はまゆう病院
　　　・住　所　　和歌山県西牟婁郡白浜町１４００
　　協力歯科医院　
　　　・名　称　　あけぼの歯科
　　　・住　所　　和歌山県田辺市あけぼの２１－７あけぼのビル１０８号

６.事故や緊急時の対応
　　　事故が発生した場合や緊急時の場合には、当該利用者の安全確保を最優先とし、その後 事故の状況等を確認し、関係機関やご家族に速やかに連絡するとともに、必要な処置をとるものとする。

７.施設利用にあたっての留意事項
　　①面会は、８時３０分から２０時までとし、面会者は面会簿に記帳する。
　　②消灯時間は、２１時とする。
　　③外出・外泊は、所定の用紙に記入し、施設長に届け出るものとする。
　　④喫煙は、決められた場所（館外）で喫煙し、施設長の指示に従うものとする。
　　⑤利用者は常に居室を整理、整頓し清潔の保持に努めることとする。
　　⑥利用者は身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに届け出る
ものとする。
　　⑦火気の取扱いは、十分に注意するとともに、たき火、館内での喫煙はしてはいけない。
　　⑧利用者は、故意又は重大な過失によって、建物、設備及び備品等に損害を与えたときは、
　　　その損害を弁償するか原状に回復しなければならない。

８.非常災害対策
　　・防災設備　　スプリンクラー、消火器、消火栓
　　・防災訓練　　定期的に実施

９.禁止事項
　　当施設では、多くの方が安心して毎日を過ごせるよう、利用者及び関係者による「営利行為、
宗教の勧誘、特定の政治活動」を禁止しています。

１０.要望及び苦情等の相談
　　当施設には生活相談の専門窓口として生活相談員が勤務していますので、お気軽にご相談
ください。
1 当施設のサービスに関する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
　〇苦情受付窓口（担当者）
　　　　　　　　〔生活相談員〕　間所　真澄
　〇受付時間　　毎週月曜日～金曜日
　　　　　　　　午前９時００分～午後６時００分
2 当施設では、中立公平の立場から問題解決に向けて、ご協力頂ける方々に第三者委員を
お願いしております。

	[bookmark: _Hlk504813925]久保　義和
（上秋津福祉会　事務長）
	住　　所　　田辺市上秋津字藤谷2310-9
電話番号　　0739-35-1010

	松本　隆志
（白浜町社会福祉協議会事務局）
	住　　所　　白浜町十九渕２７４-１
電話番号　　0739-45-2711



3 行政機関その他の苦情受付機関
	[bookmark: _Hlk504814659]
在宅介護支援センター成華苑
	住　　所　　白浜町富田１３６０-２０
電話番号　　0739-45-3555　　ＦＡＸ番号　0739-45-8125
受付時間　　午前８:３０～午後５:３０  (月～金曜日)

	
白浜町社会福祉協議会
	住　　所　　白浜町十九渕２７４-１
電話番号　　0739-45-2711　　ＦＡＸ番号　0739-45-2777
受付時間　　午前８:３０～午後５:３０  (月～金曜日)

	各市町村福祉係
	最寄りの市町村役場の福祉係までご相談ください。

	
和歌山県運営適正委員会
	住　　所　　和歌山市手平2-1-2和歌山ビッグ愛７Ｆ
電話番号　　073-435-5527　ＦＡＸ番号　　073-435-5584
受付時間　　午前９：００～午後５:３０  (月～金曜日)

	和歌山県福祉保健部
福祉保健政策局
長寿社会課　長寿社会班
	住　　所　　和歌山市小松原通一丁目１番地
電話番号　　073-441-2522　ＦＡＸ番号　　073-441-2523
受付時間　　午前８:３０～午後５:３０  (月～金曜日)



　　１１.その他
　　　　当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご覧ください。　

















第２ケアハウス南紀利用料表
利用料金（月額）※下記①～④の合計額
1 生活費　４６，３３０円　　　　（冬期加算１１月～３月　２，０４０円）
2 サービス提供に要する費用　年収に応じた金額　　　　（令和７年４月から適用）
	対象収入による階層区分
	本人からの徴収額

	１
	１，５００，０００円以下
	１０，０００円

	２
	１，５００，００１円～１，６００，０００円
	１３，０００円

	３
	１，６００，００１円～１，７００，０００円
	１６，０００円

	４
	１，７００，００１円～１，８００，０００円
	１９，０００円

	５
	１，８００，００１円～１，９００，０００円
	２２，０００円

	６
	１，９００，００１円～２，０００，０００円
	２５，０００円

	７
	２，０００，００１円～２，１００，０００円
	３０，０００円

	８
	２，１００，００１円～２，２００，０００円
	３５，０００円

	９
	２，２００，００１円～２，３００，０００円
	４０，０００円

	１０
	２，３００，００１円～２，４００，０００円
	４５，０００円

	１１
	２，４００，００１円～２，５００，０００円
	５０，０００円

	１２
	２，５００，００１円～２，６００，０００円
	５７，０００円

	１３
	２，６００，００１円～２，７００，０００円
	６４，０００円

	１４
１５
１８
	２，７００，００１円～２，８００，０００円
２，８００，００１円以上
	７１，０００円
[bookmark: _GoBack]７６，９５３円


（注）利用料等は、関係する法令の改正があったときに改定されます。

3 居住に要する費用、一時金（居住に要する費用は、一時金に応じて変更）
	入居一時金
	居住に要する費用（月額）

	０円の場合
	４７，０００円

	３０万円の場合
	４４，７００円

	[bookmark: _Hlk213436834]５０万円の場合
	４２，６００円

	１００万の場合
	４０，５００円

	１５０万の場合
	３８，４００円

	２００万の場合
	３６，２００円

	２５０万の場合
	３４，０００円

	３００万の場合
	３１，８００円

	４００万の場合
	２７，５００円


※世帯部屋（定員二名）に入居される場合、入居一時金は２名分かかりますが、
居住に要する費用は減額し１.５名分とさせていただきます。

4 その他　
1 居室水道代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月額 　６００円
2 居室電気代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     実 費
3 立替金代行サービス(毎月の診察代、薬代、日用品購入等の立替払い)　月額１,０００円
4 お薬管理サービス(毎食後の服薬管理等)　　　　　　　　　　　 月額２,０００円
5 通院付添サービス(要予約)
 　(緊急時以外の通常通院で家族の送迎や介護サービスを利用した病院付添が不可能な場合のみ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1時間１,０００円
6 時間外救急車搬送時の帰宅タクシー代　　　　　　　　　　　　　   実 費
7 その他、入居者に負担させることが適当と認められるもの　　　　   実 費

※入居一時金の返還：退所時に下記返還率をもって入居一時金より差し引き、
施設補修費に充て、残金を返金いたします。
	[bookmark: _Hlk213438591]年未満
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	１０

	％
	１０
	１５
	２０
	２５
	３０
	３５
	４０
	４５
	５０
	５５



	年未満
	11～12
	13～14
	15～16
	17~20

	％
	６０
	７０
	８０
	９０


なお、２０年以上居住された方につきましては、入居一時金の全額を施設補修費と居室クリーニング費用に充てさせていただきます。
入居一時金を納入されていない場合は、居室クリーニング費用と通常使用に伴う損耗以外の修繕箇所については、全額自己負担となります。
また入居一時金を納入されている方におかれましても上記返還率をもって居室クリーニング費用等を賄えない場合は、不足分の請求をさせていただきます。


























重要事項説明同意書

令和　　　年　　　月　　　日


軽費老人ホーム第２ケアハウス南紀利用開始にあたり、重要事項説明書を交付し、
その内容について説明を行いました。


軽費老人ホーム　第２ケアハウス南紀
説明者 職・氏名     施設長　　　　　土井　真由美　　　㊞



私は、事業所から重要事項説明書の交付と説明を受け、その内容を理解した上で、
サービスの利用に同意しました。



　　　　ご契約者住所


　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


（保証人）住所　


　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

